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令和 7年 7月 1日 

竹富町議会議員 

三 盛 克 美 殿   

竹 富 町 長 

（ 公 印 省 略 ） 

政務活動費交付決定通知書 

竹富町議会政務活動費の交付に関する条例第６条の規定により、下記のとおり政 

務活動費の交付を決定したので通知します。 

記 

１ 交付決定額 金 2 70 , 0 00 円 



















視察先：与論島 小規模多機能型居宅介護事業所「fui.duel」 

内容：視察研修及び就業体験 

日程：7 月８日～１０日 

参加者：三盛克美・玉元志帆（社協介護ヘルパー） 

  

  

【視察の目的】 

竹富町においても高齢化が進む中、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる介護体制

の整備が急務となっています。今回の視察では、与論島で「地域に根差した介護」の実践を

行う川畑智美氏が代表を務める事業所「fui.duel]を訪問し、地域住民、利用者・家族に寄り

添う具体的な取り組みを視察・体験することで、竹富町の介護の在り方を見直すためのヒン

トを得ることを目的としました。 

  

  

～視察を通しての学び～  

与論島の「fui.duel」では、利用者一人ひとりの生活背景を深く理解し、介護サービスを提

供している姿が印象的でした。地域に根差し、家庭的な雰囲気の中で、利用者・家族・職員

がともに支えあう関係性が構築されており、利用者の「住み慣れた場所で最後まで暮らした

い」という思いにこたえる仕組みが根付いていました。 

特に小規模多機能型居宅介護というサービス形態は、通所、訪問、宿泊の 3 機能を柔軟に組

み合わせることができるため、離島のように医療資源や人材に制限がある地域において非

常に有効なモデルであると感じました。 

また、現場で働く職員の笑顔や、利用者とのあたたかな関係性からは「介護はつらい仕事」

ではなく「やりがいのある仕事」としてとらえられていることが伝わり、若者が将来の職業

として介護を選択するためのヒントが多くありました。 

竹富町では現在、小規模多機能型介護施設の導入が計画として掲げられているものの、様々

な課題から実際の整備や実現には至っていません。今回の視察を通して、限られた人材・資

源の中でも地域に根差した介護を実現する仕組みの必要性を現場の視点から深く学ぶこと

ができました。 

今後も町民の声に耳を傾けながら、行政と連携し、町の実情に合った形での小規模多機能型

サービスの導入実現に向けて、議会の場を通じて継続的に提案を行っていきます。 
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